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■�日�

■�場�

■�内�

■�持�

■�定�

■�申�

■�問�

■�費�

■�対�

　これらの在宅福祉生活支援サービスは、在宅者へのサービスです。利用者が病院や介護保険施設などに入院・入所された場合は、必ず高齢
いきがい課にご連絡ください。�
申し込み・問い合わせ　高齢いきがい課（�○内２１８）のほか、次の在宅介護支援センターでも申し込みができます。�
☆在宅介護支援センター�
・や　し　お　苑（南川崎２１０－１　�９９８－８８８３）�
・埼玉回生病院（大原４５５　�９９４－４１１１）�
・や　し　お　寿　苑（八條２９４－４　�９３０－５２００）�
※これら在宅介護支援センターでは、介護に関する各種相談や助言を、２４時間体制で対応していますのでご利用ください。�

●障害者控除対象者認定書�
　所得税法などでは、本人または扶養親族が、障害者（または
特別障害者）に該当する場合「障害者控除」として一定金額を
所得から控除する制度があります。�
手続き　６５歳以上の方で、要介護１～要介護５の認定を受けて
いる方（障害者手帳等の交付を受けている人は除く）について、「障
害者控除」を受けるための「障害者控除対象者認定書」の交付を
受けるには、本人または扶養家族からの申請が必要となります。�

●おむつ使用証明書�
　おむつ代についての医療費控除を受けることが２年目以降で、
介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等
が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代
えることができます。�

�
�
申請窓口　高齢いきがい課（�○内２１８）�

　高齢者の専用居室等を増築、または改築す
るために必要な資金を融資する制度です。�

対象となる方�
　市内に引き続き２年以上住所を有する方で、満６０歳以上の親族と同居
している方、または同居しようとする方�
対象経費�
　高齢者の居室、浴室、便所等の増築または改築工事�
内　容�
融資限度額：最高２００万円�
利　　　子：無利子（市で負担）�
償　還　期　限：１０年以内�
償　還　方　法：元金均等月賦償還�
保　証　人：市内に２年以上住所を有する方等、要件を満たした２人
　　　　　　以上の保証人が必要�
必要書類�
　高齢者居室等整備計画書、工事見積書、土地および家屋の登記簿謄本
（自己の所有でないときは、所有者の承諾書）、戸籍謄本および住民票
の写し、市税納税証明書、連帯保証人の住民票の写し等�

　心身機能の低下により、食事の支度が困難
な高齢者等に対し、栄養バランスの摂れた食
事を提供するとともに安否確認を行います。�

対象となる方�
　市内に住所を有する６５歳以上で、次のいずれかに該当し、かつ日常的
に食事の用意が困難な方�
①ひとり暮らし�
②高齢者のみ世帯�
③日中独居（世帯員の就労等でおおむね８時間以上、一人暮らし状態
等にある方）�
内　容�
昼食か夕食のいずれかを１日１回自宅へ配食し、利用者の安否を確認。�
利用回数：１週間に最大５回まで（利用者の状況等により回数を決定）�
費　用�
１食３５０円（事前にチケットを購入してください）�

　家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者
等に対し、通所によって、その希望および身
体状況に応じた日常動作訓練、趣味活動など
のきめ細やかなサービスを提供いたします。�

対象となる方�
　市内に住所を有する６０歳以上のひとり暮らし等で、家に閉じこもりが
ちな方�
内　容�
　日常動作訓練、趣味活動等で１日を過ごします。（送迎有り）�
費　用�
　無料（昼食代は自己負担）�
場　所�
　老人福祉センターすえひろ荘（八條６６５　�９３６－９１８１）�

高
齢
者
居
室
等�

整
備
資
金
融
資
制
度�

生
き
が
い
活
動
通
所�

支
援
サ
ー
ビ
ス�

配
食
サ
ー
ビ
ス�

お知らせ�

暮
ら
し
の
法
律
無
料
相
談
会�

■日
５
月
２１
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
０
時

３０
分
　
■場
や
し
お
生
涯
楽
習
館
　
■内
各
種

許
認
可
申
請
、
契
約
書
、
遺
言
、
外
国
人

等
に
関
す
る
相
談
、
不
動
産
取
引
全
般
に

関
す
る
相
談
※
相
談
員
＝
行
政
書
士
、
宅

地
建
物
取
引
主
任
　
■費
無
料
　
■問
埼
玉
県

行
政
書
士
会
草
加
支
部
相
談
部
・
香
野
�

９１１
・
７
２
３
５�

�

第
１４
回
八
潮
ふ
る
さ
と
フ
ェ
ア
の
開
催�

■日
５
月
２１
日
�
　
午
前
９
時
〜
（
雨
天
決

行
）
　
■場
八
潮
市
役
所
前
広
場
　
■内
道
県

人
会
ふ
る
さ
と
特
産
物
の
即
売
会
、
お
楽

し
み
コ
ー
ナ
ー
、
歌
謡
シ
ョ
ー
、
舞
踊
ほ

か
多
数
（
現
在
、
道
県
人
会
入
会
者
募
集

中
）
　
■問
市
川
�
９９６
・
９
９
７
２�

�

ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
バ
レ
ー
を
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
！�

■日
毎
週
水
曜
日
　
午
前
９
時
〜
正
午
　
隔

週
金
曜
日
　
午
後
６
時
〜
９
時
　
■場
主
に

エ
イ
ト
ア
リ
ー
ナ
ほ
か
　
■費
昼
１
回
１
０

０
円
、夜
１
回
３
０
０
円
、
１
カ
月
ボ
ー

ル
代
２
５
０
円
　
■問
青
木
�
０９０
・
５
４
１

７
・
９
８
４
７�

�

カ
ラ
オ
ケ
教
室
「
さ
く
ら
ん
ぼ
の
会
」
会

員
募
集�

　
男
性
の
入
会
も
歓
迎
！�

■日
毎
月
第
１
月
曜
日
〜
第
４
月
曜
日
（
月

４
回
）
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時
３０
分�

■場
や
し
お
生
涯
楽
習
館
映
像
ホ
ー
ル
ほ
か

■内
発
声
練
習
を
し
て
カ
ラ
オ
ケ
を
楽
し
く

歌
う
　
■費
入
会
金
１
０
０
０
円
、
月
会
費

３
０
０
０
円
　
■問
飯
山
�
兼
�
９９６
・
８

１
８
７�

�

ま
る
い
し
あ
わ
せ
コ
ン
サ
ー
ト�

■日
５
月
２７
日
�
　
午
後
１
時
３０
分
〜
（
午

後
１
時
開
場
）
　
■場
八
潮
メ
セ
ナ
ホ
ー
ル

■内
„
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
“
を
モ
ッ
ト
ー

に
、
全
国
各
地
で
演
奏
す
る
竹
花
真
弓
と

マ
リ
ン
バ
ヴ
ァ
ー
ツ
が
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
か

ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
、
日
本
の
歌
ま
で
演

奏
　
■費
一
般
２
０
０
０
円
、
高
校
生
以
下

１
５
０
０
円
　
■申
八
潮
メ
セ
ナ
�
９９８
・
２

５
０
０
　
■問
Ｔ
Ｍ
カ
ン
パ
ニ
ー
�
９３６
・
７

６
７
１�

�

春
季
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会
（
第
１３
回
市
長

杯
大
会
）�

■日
６
月
４
日
�
　
午
前
８
時
１５
分
受
け
付

け
（
予
備
日
６
月
１１
日
）
※
５
月
２０
日
�

午
後
３
時
〜
、
や
し
お
生
涯
楽
習
館
で
開

催
す
る
ド
ロ
ー
会
議
に
出
席
し
て
く
だ
さ

い
。
■場
八
潮
北
公
園
・
八
条
親
水
公
園
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
　
■内
男
子
の
部
、
女
子
の
部

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方
（
た
だ
し
高
校

生
以
上
）
■費
（
一
組
に
つ
き
）
一
般
２
０

０
０
円
、
学
生
１
０
０
０
円
　
■申
５
月
１８

日
�
ま
で
■問
林
�
９９６
・
８
４
７
９�

�

国
際
交
流
や
し
お
コ
ン
ニ
チ
ワ
さ
ろ
ん
テ

ィ
・
パ
ー
テ
ィ�

■日
５
月
１４
日
�
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時

３０
分
　
■場
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
や

す
ら
ぎ
　
■対
市
内
・
近
隣
に
在
住
の
外
国

籍
の
方
、
国
際
交
流
に
関
心
の
あ
る
方
、

家
族
参
加
も
可
　
■費
３
０
０
円
　
■問
小
島

�
９９６
・
３
８
６
４�

�

工
房
森
の
こ
か
げ
補
助
指
導
員
募
集�

■日
週
４
日
（
月
、
火
、
木
、
金
）
午
前
９

時
〜
午
後
１
時
　
■対
４５
歳
ま
で
で
、
普
通

自
動
車
免
許
を
お
持
ち
の
、
知
的
障
害
者

に
理
解
が
あ
る
明
る
い
方
　
■内
パ
ン
・
ク

ッ
キ
ー
・
ケ
ー
キ
の
製
造
販
売
補
助
　
■費

時
給
７
５
０
円
〜
　
■問
工
房
森
の
こ
か
げ
・

高
坂
�
９９７
・
８
９
８
８�

�

ペ
ン
習
字
教
室�

■日
毎
週
月
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
正
午
　
■場

や
し
お
生
涯
楽
習
館
ほ
か
　
■内
ペ
ン
習
字

の
基
礎
か
ら
学
ぶ
　
■持
ペ
ン
（
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
式
）、
ノ
ー
ト
　
■費
月
会
費
２
５
０

０
円
　
■問
小
菅
�
９５２
・
１
８
３
２�

総
合
相
談
の
開
催�

　
市
で
は
、
次
の
と
お
り
総
合
相
談
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

■日
６
月
１６
日
�
　
午
後
１
時
２０
分
〜
４
時

※
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
の
み
電
話
予

約
＝
６
月
１４
日
�
　
午
前
９
時
〜
�
９９６
・

２
１
１
１�

■場
八
潮
メ
セ
ナ
展
示
室�

■内
日
常
生
活
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、

人
権
擁
護
委
員
・
行
政
相
談
委
員
・
弁
護

士
・
税
理
士
が
相
談
内
容
別
に
対
応�

■費
無
料�

■問
広
聴
広
報
課
�
○内
３
７
３�

���　
防
災
の
日
に
、
八
都
県
市
合
同
防
災
訓

練
（
埼
玉
県
会
場
）
が
八
潮
市
で
開
催
さ

れ
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

■日
９
月
１
日
�
　
午
前
９
時
〜
１１
時
３０
分�

■場
大
原
中
学
校
校
庭（
主
会
場
）お
よ
び
体

育
館
、
八
潮
駅
前
、
大
瀬
運
動
公
園
ほ
か�

■内
①
住
民
活
動
訓
練
②
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
応

急
訓
練
③
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
高
所
救

出
訓
練
な
ど�

※
防
災
訓
練
の
詳
細
は
、「
広
報
や
し
お

８
月
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

公
共
施
設
の
臨
時
休
館
・
使
用
休
止
の

お
知
ら
せ�

　
八
都
県
市
合
同
防
災
訓
練
の
開
催
に
当

た
り
、
次
の
公
共
施
設
を
臨
時
休
館
・
使

用
休
止
し
ま
す
。�

●
だ
い
ば
ら
児
童
館
＝
９
月
１
日�

●
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
＝
８
月
３０
日

〜
９
月
１
日�

●
鶴
ヶ
曽
根
運
動
広
場
＝
８
月
２８
日
〜
９

月
２
日�

●
鶴
ヶ
曽
根
体
育
館
（
エ
イ
ト
ア
リ
ー
ナ
）・

大
原
公
園
（
野
球
場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）・

大
瀬
運
動
公
園
（
全
面
）＝
９
月
１
日�

■問
交
通
防
災
課
�
○内
３
０
５�

�

今
、里
親
さ
ん
を
求
め
て
い
ま
す�

　｢

里
親｣

と
は
、
両
親
の
病
気
、
離
婚
、

虐
待
等
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
家
庭
で

生
活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
を
、
一
時
的

ま
た
は
長
期
的
に
ご
自
分
の
家
庭
に
預
か

り
、
親
に
代
わ
っ
て
温
か
い
愛
情
と
家
庭

的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
子
ど
も
を
育
て
て

く
だ
さ
る
方
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
子
ど

も
に
か
か
わ
る
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
る
中
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が

温
か
い
家
庭
に
恵
ま
れ
る
よ
う
、
広
く
里

親
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
っ
て
い

ま
す
。�

　
里
親
は
、
児
童
福
祉
法
に
定
め
ら
れ
た

制
度
で
、
里
親
に
な
る
の
に
特
別
な
資
格

は
不
要
で
す
。
申
し
込
み
後
、
面
接
や
審

査
な
ど
の
手
続
き
を
経
て
、
正
式
に
登
録

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
間
は
、
手
当
や
養
育
に
必
要
な
経
費

が
支
給
さ
れ
ま
す
。�

■問
子
育
て
支
援
課
�
○内
４
２
７
・
県
越
谷

児
童
相
談
所
�
９７５
・
４
１
５
２�

�

お
子
さ
ん
に
つ
い
て
心
配
ご
と
や
悩
み

の
あ
る
方
は
「
家
庭
児
童
相
談
室
」へ�

　
家
庭
児
童
相
談
室
で
は
、
児
童
に
関
す

る
様
々
な
問
題
に
対
し
、
専
門
の
相
談
員

が
適
切
な
助
言
を
し
ま
す
。
ま
た
、
必
要

に
応
じ
て
児
童
相
談
所
な
ど
の
専
門
機
関

と
連
絡
を
と
り
、
問
題
の
解
決
に
当
た
り

ま
す
。�

　
相
談
の
秘
密
は
守
り
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

■日
毎
週
月
〜
金
曜
日
、
午
前
９
時
〜
午
後

４
時�

■場
家
庭
児
童
相
談
室
※
電
話
に
よ
る
相
談

も
可�

■内
育
児
の
不
安
や
心
配
、
発
達
の
遅
れ
や

言
葉
の
遅
れ
な
ど
の
心
配
、
子
ど
も
へ
の

虐
待
、
不
登
校
、
非
行
な
ど
に
つ
い
て
の

相
談�

■費
無
料�

■問
家
庭
児
童
相
談
室
（
子
育
て
支
援
課
内
）

�
○内
４
７
２�

�

市
民
温
水
プ
ー
ル
の
一
時
使
用
休
止�

■日
①
５
月
３０
日
�
　
正
午
〜
午
後
５
時�

※
第
１
部
・
第
４
部
は
平
常
通
り
②
５
月

３１
日
�
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
※
第
４

部
は
平
常
通
り�

■問
市
民
温
水
プ
ー
ル
�
９３６
・
６
８
２
４�

�

石
綿
健
康
被
害
救
済
制
度�

　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す

る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
次
の
方
に
は
救
済

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

①
労
働
保
険
法
等
で
補
償
さ
れ
な
い
石
綿

（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
に
よ
る
中
皮
腫
や
肺
が

ん
を
発
症
し
て
い
る
方
、
お
よ
び
こ
の
法

律
施
行
前
に
こ
れ
ら
の
疾
病
を
発
症
し
死

亡
し
た
方
の
ご
遺
族�

■内
医
療
費
等
の
救
済
給
付
が
支
給
さ
れ
ま

す
。�

■問
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０
・
３８９
・
９３１�

②
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
を
取
り
扱
う
作

業
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
中
皮
腫
や
肺

が
ん
を
発
症
し
、
平
成
１３
年
３
月
２６
日
以

前
に
死
亡
し
た
労
働
者
の
遺
族
で
あ
っ
て
、

時
効
に
よ
り
労
災
保
険
法
に
基
づ
く
遺
族

補
償
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
方�

■内
特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。�

■問
春
日
部
労
働
基
準
監
督
署
�
０４８
・
７３５
・

５
２
２
６�

�

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す�

　
〜
守
ろ
う
人
間
の
尊
さ
を
〜�

　
赤
十
字
の
事
業
は
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
活
動
資
金
（
社
資
）
に
よ
り
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
も
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。�

■問
日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
八
潮
市
地

区
（
社
会
福
祉
課
内
）
�
○内
８
２
２�

�

退
職
金
の
準
備
は
万
全
で
す
か
？�

　
中
退
共
制
度
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済

制
度
）
は
、
昭
和
３４
年
に
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
に
基
づ
き
、
設
け
ら
れ
た
中
小

企
業
の
た
め
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

中
退
共
制
度
を
ご
利
用
に
な
れ
ば
、
安
全
・

確
実
・
有
利
な
退
職
金
制
度
が
手
軽
に
作

れ
ま
す
。�

制
度
の
特
色�

☆
適
格
年
金
制
度
か
ら
の
移
行
先
で
す
。�

●
適
格
年
金
資
産
を
全
額
移
換
で
き
ま
す
。�

☆
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。�

●
中
退
共
制
度
に
新
し
く
加
入
す
る
事
業

主
に
、
掛
金
月
額
の
２
分
の
１
（
上
限
５

０
０
０
円
）
を
従
業
員
ご
と
に
、
加
入
後

４
カ
月
目
か
ら
１
年
間
助
成
し
ま
す
。�

●
１
万
８
０
０
０
円
以
下
の
掛
金
月
額
を

増
額
す
る
事
業
主
に
、
増
額
分
の
３
分
の

１
を
、
増
額
し
た
月
か
ら
１
年
間
助
成
し

ま
す
。�

☆
掛
金
は
全
額
非
課
税
と
な
り
ま
す
。�

☆
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
方
も
加
入
で
き

ま
す
。�

☆
退
職
金
の
管
理
が
簡
単
で
す
。�

■問
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

構
・
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部�

�
０３
・
３
４
３
６
・
０
１
５
１
�
０３
・

３
４
３
６
・
０
４
０
０�

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

*

な
お
、
新
規
加
入
事
業
主
に
は
、
「
八

潮
市
中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金
補
助
制

度
」も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。�

■問
商
工
振
興
課
�
○内
３
３
６�
�

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会
・
講
習
会�

�����������������

　
い
ず
れ
も
各
開
催
日
の
３
日
前
ま
で
に

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。�

　
ま
た
、
お
お
む
ね
生
後
１
歳
か
ら
就
学

前
ま
で
の
お
子
さ
ん
の
託
児
を
行
い
ま
す
。

（
要
事
前
予
約
、
各
回
先
着
６
人
）�

●
入
会
説
明
は
、
右
記
日
程
以
外
に
も
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
内
で

随
時
行
っ
て
い
ま
す
。�

●
提
供
会
員
お
よ
び
両
方
会
員
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
講
習
の
受
講
が
必
要
で
す
。�

■問
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

�
９９７
・
４
３
２
１�

�

電
波
利
用
保
護
旬
間�

　
６
月
１
日
か
ら
１０
日
は
、「
電
波
利
用

保
護
旬
間
」
で
す
。
電
波
は
ル
ー
ル
を
守

り
、
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。�

■問
総
務
省
関
東
総
合
通
信
局
　
①
不
法
無

線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害
�
０３
・
５
５
６

２
・
７
５
５
５
②
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受

信
障
害
�
０３
・
５
２
２
０
・
５
６
９
０
③

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
相
談
�
０３
・
５
２

２
０
・
５
６
９
３�

第
２７
回
八
都
県
市
合
同
防
災
訓
練（
埼�

玉
県
会
場
）が
八
潮
市
で
開
催
さ
れ
ま
す�

入
会
説
明
会�

講
　
習
　
会�

月　　日�
６月２９日（木）� 午前１０時～� 八條公民館�
９月２８日（木）� 午前１０時～� 中川小学校�

５月２６日（金）� 午前１０時～� 文化スポーツセンター�
７月１３日（木）� 午後１時３０分～�八條公民館�

平成１９年２月１日（木）�午後１時３０分～�保健センター�
１０月１７日（火）� 午前１０時～� 中川小学校�

平成１９年１月２３日（火）�午前１０時～� 保健センター�

場　　　所�時　間�
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ゆずります�

　市では､在宅福祉の充実を図り、高齢者が地域で安心して生活できるように、次の高齢者在宅福祉生活
支援サービス事業を実施しています。�

・緊急時通報システムサービス�
・紙おむつ給付サービス�
・訪問理美容サービス�
・配食サービス�

・高齢者居室等整備資金融資制度�
・生きがい活動通所支援サービス�
・寝具クリーニングサービス�
・日常生活用具の給付等サービス�

・高齢者世帯等住み替え住宅家賃
　助成制度�
�
　今回は、次の６事業を紹介します。�

　ひとり暮らしの高齢者等が、日常生活上の緊急事態における不安の解消
や介護に関する相談等、高齢者が地域で安心して生活できるように緊急
通報端末機器（緊急通報電話機とペンダント型無線発信機）を貸与します。�
対象となる方�
　市内に住所を有する６５歳以上で、電話回線を有し、次のいずれかに該当している方�
①ひとり暮らしの高齢者で比較的虚弱な方�
②高齢者のみの世帯の方で、世帯員が病弱である方�
③家族のいる方で、長時間（おおむね８時間以上）日中独居になられる虚弱な方�
内　容�
　急病等で緊急時にボタンを押すと受付センターから消防署に通報が入
り、迅速な救助活動を行います。また、介護等に関する相談をしたい時
などもボタンを押すだけで在宅介護支援センターにつながり、お話をす
ることができます。�
費　用�
　端末機器は無料で貸与します。回線使用料（基本料金）、屋内配線使用
料、通話料は自己負担です。�

　在宅でねたきり、または重度の認知症（痴呆）
状態等にある方で、常時紙おむつを必要とし
ている高齢者に毎月１回、決められた枚数を
給付します。�

対象となる方�
　市内に住所を有する６５歳以上で、次の状態
が６カ月以上続いている方�
①ねたきり状態（要介護４・５、またはこれ
　に相当する状態の方）�
②重度の認知症（痴呆）状態（要介護４・５、
　またはこれに相当する状態の方）�

③要介護３と認定されている方で、疾病等で常時失禁状態にある方�
給付の種類�
①テープ止めパンツ＋尿取りパッド�
②はくパンツ（リハビリパンツ）�
③フラットタイプ�
④尿取りパット�
の中から、必要とする１種類を給付します。�
※サイズ（Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ)によって、各パンツの枚数が異なります。
　サイズ等が合わない場合には、ご相談に応じます。�
給付時期�
　申請月の翌月から給付となります。毎月、中旬ごろに八潮薬業協同組
合に加盟している薬局店がご自宅にお届けします。�
※病院等に入院､入所された場合は、給付が休止となります。�
費　用�
　無料�

　利用される方の居宅近くの理容店・美容店
から理容師または美容師が訪問し、理美容サ
ービスを提供します。�

対象となる方�
　市内に住所を有する６５歳以上のねたきり状態の高齢者等�
サービス内容�
理容…調髪＋顔剃り�
美容…①カラー（染め）＋化粧、マニキュア、眉カット�
　　　②パーマ＋化粧、マニキュア、眉カット�
　　　③カット＋化粧、マニキュア、眉カット�
利用回数�
年４回（福祉理美容券を４枚交付します）�
費　用�
無料�
利用時期�
理容は、原則として月曜日。美容は、火曜日および第３水曜日。�
※事前に各理容・美容店に確認してください。�

～｢生涯いきいきふれあいのある暮らし｣を目指して～�

緊
急
時
通
報
シ
ス
テ
ム�

サ
ー
ビ
ス�

紙
お
む
つ
給
付
サ
ー
ビ
ス�

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス�

�

び�

わ�

よ
し�

た
だ�

て
ん�

毛糸編み機�
（手動・無料）�
�
※問題が生じた時は、
当事者間で解決して
いただき、市は責任
を負いかねます。�
�
�
�

■申■問商工振興課�
�○内３３６�

■日５月２８日�　午前９時～（小雨決行）※荒天の場合は６月４日�に延期�
■場○各町会・自治会内ごみ散乱場所�
　○けやき通り�
　○首都高速道路下側道（八潮南ランプ周辺から共和橋付近まで）�
　○八潮北公園および八条親水公園、大原公園�
　○市役所周辺等�
【拾ってほしいごみ】�
○資源ごみ（空きカン、空きビン）�
○可燃ごみ（紙類、プラスチック類など）�
【ご注意】�
○家庭内のごみや不用物は、絶対に出さないでください。�
○確実に分別してから、町会・自治会ごとに決められた集積所に出し
てください。�
■問リサイクル推進課�○内２３４�

�

男
女
共
同
参
画
推
進
団
体
に
補

助
金
を
交
付�

　
〜
八
潮
市
男
女
共
同
参
画
推
進
活
動
団

体
補
助
事
業
〜�

　
市
で
は
、
子
育
て
、
介
護
、
女
性
の
社

会
参
加
、
男
性
の
地
域
参
加
、
女
性
の
人

権
問
題
な
ど
男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
係

あ
る
学
習
会
等
を
開
催
し
て
い
た
だ
け
る

グ
ル
ー
プ
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。�

■対
市
内
に
活
動
の
主
体
を
置
く
３
人
以
上

の
団
体
。
た
だ
し
、
営
利
ま
た
は
特
定
の

政
治
活
動
、
も
し
く
は
宗
教
活
動
を
目
的

と
す
る
団
体
で
な
い
こ
と�

条
件
①
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
内
容
を

含
む
公
開
の
学
習
会
、
ま
た
は
講
演
会
を

実
施
す
る
と
き
②
講
師
費
用
・
会
場
使
用

料
等
、個
人
に
還
元
し
な
い
費
用�

■費
３
万
円
以
内
（
選
考
の
う
え
２
団
体
に

交
付
）�

■申
６
月
３０
日
�
ま
で
に
所
定
の
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
男
女
共
同
参
画

課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
補
助
金
交
付
要

綱
お
よ
び
申
請
用
紙
は
、
窓
口
に
設
置
※

郵
送
お
よ
び
メ
ー
ル
を
希
望
の
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
）�

男
女
共
同
参
画
と
は
：
す
べ
て
の
人
が
協

力
し
合
い
な
が
ら
お
互
い
を
思
い
や
り
、

性
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
様
々
な
分

野
で
活
躍
で
き
る
こ
と�

■問
男
女
共
同
参
画
課
�
○内
８
１
１
、
�

９９５
・
７
３
６
７�

Ｅ
メ
ー
ル
　danjo@city.yashio.lg.jp�

�

乳
幼
児
医
療
制
度�

　
乳
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
を
増
進
す
る

た
め
、
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。�

助
成
対
象
年
齢�

●
入
院
＝
小
学
校
就
学
前
ま
で�

●
通
院
＝
５
歳
児
ま
で
（
６
歳
の
誕
生
月

の
末
日
ま
で
。
１
日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

は
、
前
月
の
末
日
ま
で
）�

助
成
対
象
医
療�

　
健
康
保
険
の
適
用
を
受
け
た
医
療
費
・

薬
剤
費�

登
録
手
続
き�

　
市
役
所
窓
口
で
登
録
の
手
続
き
後
、
受

給
資
格
証
を
発
行
し
ま
す
。�

※
医
療
費
の
申
請
の
方
法
な
ど
、
詳
し
い

こ
と
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

■問
子
育
て
支
援
課
�
○内
２
０
９�

�

就
学
援
助
に
つ
い
て�

　
市
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が

困
難
な
お
子
さ
ん
に
対
し
、
就
学
援
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
教
育
の
機
会

均
等
の
精
神
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
児
童

生
徒
が
義
務
教
育
を
円
滑
に
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
援
助
を
行
う
も
の
で
す
。�

■内
学
用
品
費
、
通
学
用
品
費
、
校
外
活
動

費
、
修
学
旅
行
費
、
給
食
費
、
医
療
費
（
学

校
保
健
法
施
行
令
に
よ
る
疾
病
）
の
援
助
。

た
だ
し
、
要
保
護
（
生
活
保
護
家
庭
）
の

場
合
は
修
学
旅
行
費
、
医
療
費
の
み
と
な

り
ま
す
。�

■対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方�

●
市
民
税
非
課
税
世
帯�

●
母
子
家
庭
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯�

●
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受
け
て
い

る
世
帯�

●
保
護
者
が
失
業
中
も
し
く
は
、
職
業
が

不
安
定
で
生
活
状
態
が
悪
い
と
教
育
委
員

会
が
認
め
た
場
合�

■申
各
学
校
ま
た
は
教
育
総
務
課
で
配
布
す

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

通
学
し
て
い
る
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。�

■問
教
育
総
務
課
�
○内
３
６
１�

���������

　
高
齢
者
と
障
害
者
が
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ

て
、
健
康
の
維
持
増
進
や
相
互
の
親
睦
を

深
め
る
た
め
に
開
催
し
ま
す
。�

■日
５
月
２０
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

※
進
行
状
況
に
よ
り
、
早
く
終
了
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。�

■場
エ
イ
ト
ア
リ
ー
ナ�

■問
社
会
福
祉
協
議
会
�
９９５
・
３
６
３
６�

�

資
料
館
寄
贈
品
展�

■日
５
月
２５
日
�
〜
６
月
１８
日
�
　
午
前
９

時
〜
午
後
５
時�

■場
資
料
館
企
画
展
示
室�

■内
市
民
の
方
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
、
様
々
な

寄
贈
品
の
展
示�

■費
無
料�

■問
資
料
館
�
９９７
・
６
６
６
６�

�

生
涯
学
習
学
校
開
放
講
座�

「
水
彩
画
教
室
」�

■日
５
月
３０
日
、
６
月
６
日
・
１３
日
・
２０
日
・

２７
日
、
７
月
４
日
・
１１
日
・
１８
日
（
毎
回

火
曜
日
、
全
８
回
）
　
午
前
９
時
３０
分
〜

１１
時
３０
分�

■場
八
條
小
学
校�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方�

■内「
風
景
画
」「
静
物
画
」「
人
物
画
」
等�

■持
水
彩
画
用
具
（
筆
、
パ
レ
ッ
ト
、
水
入

れ
、
や
わ
ら
か
め
の
鉛
筆
、
布
き
れ
）�

■定
２０
人
（
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選
）�

■費
２
０
０
０
円
（
初
回
集
金
）�

■申
５
月
２０
日（
消
印
有
効
）ま
で
に
往
復
は

が
き
（
記
入
例
参
照
）
で
社
会
教
育
課（
�

○内
３
５
７
）へ�

����������������

●
注
意
事
項�

・
は
が
き
１
枚
に
対
し
一
人
１
講
座
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。�

・
講
座
名
、
学
校
名
は
正
し
く
お
書
き
く

だ
さ
い
。�

��

■日
５
月
３０
日
�
〜
６
月
２１
日
�
（
月
曜
休

館
）
　
午
前
１０
時
〜
午
後
５
時
３０
分�

■場
県
立
近
代
美
術
館
（
北
浦
和
駅
西
口
徒

歩
３
分
）�

■内
日
本
画
、
洋
画
（
版
画
を
含
む
）、
彫

刻
、
工
芸
、
書
（
篆
刻
、
刻
字
を
含
む
）、

写
真�

■問
県
生
涯
学
習
文
化
財
課
�
０４８
・
８３０
・
６

９
２
１�

�

フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
水
泳
教
室�

■日
６
月
２０
日
〜
７
月
１４
日
（
毎
週
火
・
金

曜
日
、全
８
回
）　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時�

■場
市
民
温
水
プ
ー
ル�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
水
泳
初
心
者
（
泳

げ
る
距
離
１５
メ
ー
ト
ル
以
下
）
の
方�

■内
ク
ロ
ー
ル
と
平
泳
ぎ
で
、
２５
メ
ー
ト
ル

泳
げ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。�

■定
２０
人
（
申
込
順
）�

■費
１
２
０
０
円
（
保
険
料
含
む
）�

■申
５
月
１１
日
か
ら
電
話
予
約
の
う
え
、
参

加
費
を
添
え
て
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（
�
９９６
・
５
１
２
６
）
窓
口
へ�

�

公
民
館
教
養
講
座
「
平
家
物
語
の
世
界
」�

　
軍
記
物
語
研
究
者
に
よ
る
解
説
と
薩
摩

琵
琶
に
よ
る
語
り
で
、
『
平
家
物
語
』
の

真
髄
に
迫
り
ま
す
。�

①
『
平
家
物
語
』
の
語
り
と
思
想
―
「
祇

園
精
舎
」
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―�

■日
６
月
１５
日
�
　
午
後
２
時
〜
３
時
３０
分�

②
運
命
の
洞
察
者
―
平
知
盛
と
一
ノ
谷
・

壇
ノ
浦
合
戦�

■日
６
月
２９
日
�
　
午
後
２
時
〜
３
時
３０
分�

―
①
②
共
通
―�

■内
講
師
＝
栃
木
孝
惟
さ
ん
（
千
葉
大
学
名

誉
教
授
）�

■場
八
幡
公
民
館
視
聴
覚
室�

③
坂
田
美
子
の
琵
琶
う
た
も
の
が
た
り�

■日
７
月
１
日
�
　
午
後
２
時
〜
３
時
３０
分�

■場
八
條
公
民
館
第
１
会
議
室�

■内
第
１
部
＝
平
家
物
語
よ
り（
祇
園
精
舎
、

敦
盛
、
壇
の
浦
）
　
第
２
部
＝
琵
琶
の
今
、

未
来
（
琵
琶
に
つ
い
て
の
話
、
杜
子
春
）�

※
講
師
＝
坂
田
美
子
さ
ん
（
薩
摩
琵
琶
奏

者
）�

―
①
②
③
共
通
―�

■定
各
８０
人
（
申
込
順
）�

■費
無
料�

■申
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、
八
幡
公
民
館
（
�

９９５
・
６
２
１
６
※
受
付
時
間
＝
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
）
へ�

�

ち
び
っ
こ
そ
ろ
ば
ん
競
技
会�

■日
７
月
２
日
�
、
小
学
２
年
生
以
下
＝
午

前
９
時
〜
１１
時
５０
分
・
小
学
３
年
生
＝
午

前
９
時
〜
１１
時
５０
分
・
小
学
４
年
生
＝
午

後
１
時
〜
３
時
３０
分�

■場
八
潮
市
商
工
会
館�

■対
市
内
在
住
の
小
学
４
年
生
以
下
の
方�

■内
小
学
２
年
生
以
下
＝
１
ケ
タ
の
見
取
り

算
２０
題
を
８
分
間
と
読
み
上
げ
算
・
小
学

３
年
生
＝
１
ケ
タ
１０
題
、
１
ケ
タ
２
ケ
タ

５
題
、
２
ケ
タ
５
題
の
計
２０
題
の
見
取
り

算
を
８
分
間
と
読
み
上
げ
算
・
小
学
４
年

生
＝
１
ケ
タ
２
ケ
タ
５
題
、
２
ケ
タ
１５
題

の
計
２０
題
の
見
取
り
算
を
８
分
間
と
読
み�

上
げ
算�

■費
５
０
０
円
（
保
険
料
込
み
）�

■申
６
月
２
日
�
午
後
５
時
ま
で
に
申
込
書

に
参
加
費
を
添
え
て
、
近
所
の
珠
算
塾
、

ま
た
は
商
工
会
へ�

■問
八
潮
市
商
工
会
�
９９６
・
１
９
２
６�

�

ゆ
ま
に
て
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
講
座�

■日
７
月
２９
日
�
、
８
月
５
日
�
　
午
後
１

時
３０
分
〜
４
時
３０
分�

■場
ゆ
ま
に
て�

■対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方�

■内
大
会
で
の
成
績
向
上
を
目
指
す
方
を
対

象
に
、
ヨ
ネ
ッ
ク
ス
の
現
役
選
手
が
指
導

し
ま
す
。�

■定
３０
人
（
申
込
順
）�

■費
無
料�

■申
５
月
１１
日
か
ら
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、

ゆ
ま
に
て
（
�
９９６･

０
１
２
３
）
へ�

�

若
年
者
就
業
支
援
講
座�

■場
ゆ
ま
に
て�

■費
無
料
（
た
だ
し
、
教
材
費
と
し
て
若
干�

の
実
費
負
担
あ
り
）�

■申
若
年
者
は
５
月
１１
日
か
ら
、
一
般
市
民

は
、
５
月
１８
日
か
ら
申
込
順
で
窓
口
ま
た

は
電
話
で
、
ゆ
ま
に
て
（
�
９９６･

０
１
２

３
）
へ�

���

～第17回ゴミゼロ運動～�

�

第
３４
回
高
齢
者
と
障
害
者
の�

ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典�

第
５６
回
埼
玉
県
美
術
展
覧
会�

講　座　名�

エクセル基礎コース�若年者�
２回�
１０時間�

２回�
１０時間�

８回�
４８時間�

１０人�

１０人�

３０人�

午前１０時�
～午後４時�

午前１０時�
～午後４時�

午前９時～�
午後４時�

６月３日�・４日��

９月５日�・６日��

８月１６日�～２９日��
土・日・月曜日を除く�

キーボードの操作ができる
方を対象にエクセルの基
礎的機能を体系的に�
エクセルの基礎的機能を
利用したことがある方を
対象に高度な機能を�

資格試験の範囲を網羅し、
受験準備としても有効です�

若年者�

若年者�
一　般�

エクセル応用コース�

簿記３級コース�

対象� 回数� 定員�時　　間�内　　　　容� 日　　程�

注：若年者＝１６歳以上３５歳未満（学生・生徒可、住所用件不要）�

記入例 

往
信 返

信 

〒340-8588
八
潮
市
中
央
一
丁
目
２
番
地
５ 

八
潮
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課 

　
生
涯
学
習
学
校
開
放
講
座
担
当
宛 

※この面には何も記入しない 

〒340-○○○○ 

応
募
者
住
所 

八
潮
市
○
○
○
○ 

 

応
募
者
氏
名 

・希望講座名 
　水彩画教室 
・開催学校名 
　八條小学校 
・氏名（ふりがな） 
・住所 
・電話番号 



（１４）�広報� No.666　平成18年5月10日�（５）� No.666　平成18年5月10日�広報�

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
��

保険料の決め方�保険料の決め方�
　保険料基準額を基に、所得段階に応じて保険料の額が決まります。今年度から所得の低い方の負担能力により、きめ細かく対応できるよ
う保険料の段階が５段階から６段階に見直されています。�

　原則として年金（特別徴収）から納めていただきます。年金額によって、納め方は２種類に分かれています。�

第1段階�

所得段階� 対　　象　　者�

・生活保護の受給者�
・市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者�

本人が市民税非課税の方（世帯内に市民
税課税者がいる場合）�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円未満の方�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円以上の方�

18,100円�
（基準額×０．５）�

27,100円�
（基準額×０．７５）�

36,200円�
（基準額）�

45,200円�
（基準額×１．２５）�

54,300円�
（基準額×１．５）�

本人および世帯全員が市民税非課税の方�

保険料（年額）�

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

改　正　前（平成１５年度～１７年度）�

第1段階�

所得段階� 対　　象　　者�

・生活保護の受給者�
・市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者�

本人および世帯全員が市民税非課税で、
第2段階に該当しない場合�

本人が市民税非課税の方（世帯内に市民
税課税者がいる場合）�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円未満の方�

本人が市民税課税者で前年中の合計所得
金額が200万円以上の方�

22,300円�
（基準額×０．５）�

22,300円�
（基準額×０．５）�

33,400円�
（基準額×０．７５）�

44,600円�
（基準額）�

55,700円�
（基準額×１．２５）�

66,900円�
（基準額×１．５）�

世帯全員が市民税非課税であり、本人が年金収
入80万円以下で年金以外に所得がないなど�

保険料（年額）�

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

第6段階�

改　正　後（平成１８年度～２０年度）�

　なお、平成１７年度の税制改正により、年齢６５歳以上で前年の合
計所得金額が１２５万円以下の方の非課税措置が廃止されることに
伴い、所得が変わらないのに保険料が大きく変わることが起こら
ないよう、平成１８年度から２年間については保険料の緩和措置が行
われます。�

●あなたの所得段階は？� 介護保険料の減額などを行っています�
　低所得の方を対象に、介護保険料の減額を行っています。
対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。対象の
方は第３段階保険料の３分の１が減額されます。�
　減額を希望される場合は、市への申請を行ってください。（保
険料第３段階の方には、保険料の納入通知書に減額のご案
内を同封して送付します）�
　また、特別な事情で保険料が納められなくなった時は、減
額のほかに、徴収猶予や免除されることもありますので、介護
保険の窓口でご相談ください。�
『保険料減額対象要件』�
①介護保険料第３段階（世帯全員が市民税非課税）�
②一緒に住んでいる方全員の年間収入が１５０万円以下�
③市民税課税者と生計を共にしていない�
④市民税課税者から扶養を受けていない�
⑤自宅を除き、活用できる資産がない�
⑥一緒に住んでいる方の預貯金の合計額が４００万円以下�

　年金が年額１８万円以上の方でも次の場合は、介
護保険料を個別に市へ納めます。�
○年度途中で６５歳になったとき�
○年度途中で他の市区町村から転入したとき�
○年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき�
○年度の初め（４月１日）時点で年金を受けていなかったとき　など�
※平成１８年１０月から、年度途中で６５歳になった方や、
他の市町村から転入された方などについても、すみや
かに特別徴収へ切り替えられることになります。�

【保険料を納め忘れ（滞納）していると】�
　介護保険料を滞納している方が介護保険サ
ービスを利用する場合は、次のような措置がとら
れますので、納め忘れのないよう注意してください。�

生活保護を受給�
していますか？�

市民税を納め�
ていますか？�

同じ世帯に市民税を納めている方がいますか？�

合計所得金額＋課税年金�
収入額が80万円以下ですか？�

老齢福祉年金を受給していますか？�

合計所得金額が�
200万円以上ですか？�

第1段階段階�

第2段階段階�

第3段階段階�

第4段階段階�

第5段階段階�

第6段階段階�

第1段階�

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

第6段階�

所得段階�

はい�

はい�

いいえ�

はい�

はい�

はい�

はい�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

●保険料の納め方�

特別徴収�
対　象…年金が年額１８万円以上の方�
（新たに遺族年金と障害年金が特別徴収
の対象となりました）�
納め方…年６回の年金受け取りの際に、
年金の受給額から介護保険料があらかじ
め差し引かれます。�

普通徴収�
対　象…年金が年額１８万円未満の方�
納め方…送付される納入通知書に記載されてい
る納期までに、介護保険料を個別に市へ納めます。�
※納付には「安全・確実・便利」な、口座振替
をおすすめします。手続きは、納入通知書・預
貯金通帳・通帳登録印鑑を持って市指定の金融
機関等にお申し込みください。�

　滞納期間に応じて、一定期
間、利用者負担が１割から３割
に引き上げられる場合などがあ
ります。�

　利用者が費用の全額を負
担し、申請後も給付の一時差し
止めや給付額から滞納保険料
を差し引く場合があります。�

　利用者が費用の全額（１０割）
を一度負担し、その後申請によ
り費用の９割の払い戻しを受け
ることになります。�

2年以上滞納すると�1年6カ月以上滞納すると�1年以上滞納すると�

４月・６月・８月の納付�
　前年の所得が確定していないため、暫定的に前
年度２月分の保険料額を納付します。（仮徴収）�

　前年の所得を基に、年間の保険料を算出し、そこ
から仮徴収分を除いて調整された金額を納付します。�

１０月・１２月・２月の納付�

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す�

一般世帯向け住宅�
※単身入居不可�
一般世帯向け住宅�
※単身入居不可�

一般世帯向け住宅�
※単身入居可�

母子世帯向け住宅�

大原団地１号棟�
（八潮六丁目２７－５）�
大原団地２号棟�
（八潮六丁目２７－５）�
宮田団地２階建�
（鶴ヶ曽根１５８０－１）�
大曽根住宅�
（大曽根１６３７）�

１９，７００円～４３，４００円�

２０，４００円～４４，８００円�

１５，７００円～３４，５００円�

１２，０００円～２６，４００円�

１� ３ＤＫ�

３ＤＫ�

２ＤＫ�

２ＤＫ�

１�

１�

１�

家　賃（月額）�間取り�戸数�対　象� 募　集　住　宅�

�

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
講
習
を
組
み

入
れ
た
普
通
救
命
講
習
会�

■日
６
月
３
日
、
８
月
５
日
（
各
土
曜
日
）

午
前
９
時
〜
正
午�

■場
消
防
署
会
議
室�

■対
中
学
生
以
上�

■内
救
命
に
必
要
な
応
急
手
当
て
（
心
肺
蘇

生
法
、
自
動
体
外
式
除
細
動
器
の
取
り
扱

い
、止
血
法
）
※
講
習
を
修
了
し
た
方
に

は
、修
了
証
を
発
行�

■費
無
料�

■定
各
回
２０
人
（
申
込
順
）�

■申
窓
口
ま
た
は
電
話
で
、
消
防
署
（
�
９９８

・
０
１
１
９
）
へ�

���

■日
５
月
２１
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
６
時�

■内
成
果
発
表�

■場
八
潮
メ
セ
ナ
ホ
ー
ル�

■費
無
料�

■問
文
化
協
会
事
務
局
（
八
幡
公
民
館
内
�

９９５
・
６
２
１
６
）
へ�

�

資
料
館
体
験
講
座�

①
白
玉
ぜ
ん
ざ
い
と
草
も
ち
づ
く
り�

■日
６
月
３
日
�
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時

３０
分�

■対
小
学
生
以
上�

■内
古
民
家
の
カ
マ
ド
や
セ
イ
ロ
を
使
い
、

白
玉
な
ど
を
作
り
ま
す
。�

■定
２０
人
（
申
込
順
）�

■費
５
０
０
円�

■持
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾�

②
わ
ら
細
工�

■日
６
月
１０
日
�
・
１１
日
�
　
午
前
１０
時
３０

分
〜
午
後
３
時�

■対
中
学
生
以
上�

■内
わ
ら
を
使
い
、
亀
と
鶴
を
作
り
ま
す
。�

■定
１５
人
（
申
込
順
）�

■費
３
０
０
円�

■持
エ
プ
ロ
ン
、
せ
ん
定
は
さ
み
、
昼
食
は

各
自
用
意�

③
障
子
張
り
替
え
体
験�

■日
６
月
１８
日
�
　
午
後
１
時
〜
３
時
３０
分�

■対
中
学
生
以
上�

■内
障
子
張
り
替
え
の
体
験�

■定
１５
人
（
申
込
順
）�

■費
無
料�

■持
汚
れ
て
も
良
い
服
装�

―
①
②
③
共
通
―�

■場
資
料
館�

■申
①
は
５
月
２７
日
、
②
は
６
月
１
日
ま
で

に
、
参
加
費
を
添
え
て
資
料
館
窓
口
へ
、

ま
た
、
③
は
６
月
１１
日
ま
で
に
窓
口
ま
た

は
電
話
で
、
資
料
館
（
�
９９７
・
６
６
６
６
）

へ�

　��■日
６
月
１８
日
�
（
雨
天
時
は
、
翌
週
の
２５

日
）
　
午
前
９
時
３０
分
〜
（
競
技
開
始
＝

午
前
１０
時
）�

■場
す
え
ひ
ろ
荘
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場�

■費
無
料�

■申
６
月
４
日
ま
で
に
、
監
督
を
含
む
１
チ

ー
ム
７
人
以
内
の
参
加
者
名
簿
を
、
寿
楽

荘
、
す
え
ひ
ろ
荘
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
い
ず
れ
か
の
窓
口
へ
提
出�

組
み
合
わ
せ
抽
選
会�

■日
６
月
１３
日
�
　
午
後
２
時
〜�

■場
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
研
修
室�

■問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
�
９９６
・
５

１
２
６
）
へ�

���������
保
健
セ
ン
タ
ー
事
業�

①
６
月
の
パ
パ
・
マ
マ
学
級�

■日
６
月
１８
日
�
　
午
後
１
時
〜
４
時�

■対
妊
娠
５
〜
７
カ
月
の
妊
婦
お
よ
び
夫�

■持
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具�

■費
無
料�

②
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
料
理
教
室�

　
生
活
習
慣
病
が
気
に
な
る
方
、
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
？�

■日
６
月
２１
日
�
　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後

０
時
３０
分�

■対
市
内
在
住
の
方�

■内
生
活
習
慣
病
予
防
と
バ
ラ
ン
ス
食
の
調

理
実
習�

■定
２５
人�

■費
５
０
０
円
（
材
料
費
）�

③
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診�

■日
６
月
１
日
�
　
午
前
の
部
＝
午
前
８
時

４５
分
〜
１０
時
４５
分
　
午
後
の
部
＝
午
後
１

時
〜
２
時
４５
分
＊
結
果
説
明
会
＝
６
月
１５

日
�
　
午
前
１０
時
〜�

■対
２０
歳
以
上
の
市
民
の
方�

■内
問
診
、
骨
密
度
測
定�

■定
午
前
３０
人
、
午
後
３０
人
（
申
込
順
）�

■費
無
料�

④
乳
が
ん
検
診
（
申
込
制
）�

　
国
の
指
針
に
基
づ
き
、
平
成
１７
年
度
か

ら
２
年
に
１
回
の
受
診
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
１７
年
度
に
受
診
さ
れ
た
方
は
、
今
年

度
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。�

■日
６
月
２０
日
�
、
８
月
２９
日
�
　
午
後
０

時
３０
分
〜
１
時�

■対
市
内
在
住
で
４０
歳
以
上
の
方
（
昭
和
４２

年
３
月
３１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）�

■内
視
触
診
・
乳
房
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
お
よ

び
乳
が
ん
の
自
己
検
査
法
の
実
施�

■持
バ
ス
タ
オ
ル�

■定
各
日
８０
人
（
先
着
順
）�

■費
視
触
診
＝
５
０
０
円
、
乳
房
エ
ッ
ク
ス

線
撮
影
＝
１
２
４
０
円�

※
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
視
触

診
お
よ
び
受
診
当
日
７０
歳
以
上
の
方
は
自

己
負
担
な
し�

―
①
②
③
④
共
通
―�

■場
保
健
セ
ン
タ
ー�

■申
電
話
で
保
健
セ
ン
タ
ー
（
�
９９５･

３
３

８
１
）
へ�

⑤
子
宮
が
ん
検
診
（
申
込
制
）�

　
国
の
指
針
に
基
づ
き
、
平
成
１７
年
度
か

ら
２
年
に
１
回
の
受
診
に
な
り
ま
し
た
。�

平
成
１７
年
度
に
受
診
さ
れ
た
方
は
、
今
年

度
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。�

　
受
診
の
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
事
前

申
し
込
み
の
う
え
、
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら�

郵
送
さ
れ
た
受
診
券
が
必
要
と
な
り
ま
す
。�

■日
６
月
１
日
�
〜
１０
月
３１
日
��

■場
委
託
医
療
機
関
（
左
表
参
照
）�

■対
市
内
在
住
で
２０
歳
以
上
の
方
（
昭
和
６２

年
３
月
３１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）�

■費
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
お
よ
び

受
診
当
日
７０
歳
以
上
の
方
は
、
自
己
負
担

な
し
。
八
潮
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
以

外
の
方
は
、
子
宮
頸
部
が
ん
検
診
１
７
０

０
円
、
子
宮
頸
部
・
体
部
が
ん
検
診
２
５

０
０
円�

■持
健
康
保
険
証
、
受
診
券�

■申
予
約
制
の
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
医

療
機
関
に
連
絡
し
て
か
ら
お
受
け
く
だ
さ

い
。�

　
八
潮
市
の
女
性
の
地
域
活
動
を
紹
介
し

て
き
た
「
八
潮
市
女
性
団
体
・
グ
ル
ー
プ

名
簿
『
私
の
中
の
１
ペ
ー
ジ
』」
を
、
今

年
度
か
ら
は
、
男
性
の
地
域
活
動
も
積
極

的
に
応
援
し
、
男
女
と
も
に
豊
か
な
地
域

活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
名
称
を

変
更
し
ま
し
た
。
主
な
市
内
公
共
施
設
に

配
布
し
て
地
域
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。�

　
こ
の
名
簿
に
掲
載
を
希
望
す
る
団
体
を

募
集
し
ま
す
。�

■対
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と�

①
市
内
に
活
動
の
拠
点
が
あ
り
、
自
主
活

動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
②
男
女
共
同
参
画

の
趣
旨
に
賛
同
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
③

営
利
目
的
や
特
定
の
政
治
、
宗
教
の
組
織

に
属
し
て
い
な
い
団
体
で
あ
る
こ
と�

●
掲
載
団
体
に
は
、
市
や
県
で
開
催
さ
れ

る
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等

の
情
報
を
提
供
し
ま
す
。�

●
平
成
１７
年
度
版
「
八
潮
市
女
性
団
体
・

グ
ル
ー
プ
名
簿
『
私
の
中
の
１
ペ
ー
ジ
』」

に
掲
載
済
み
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
別
途

照
会
し
ま
す
。�

■申
６
月
３０
日
ま
で
に
男
女
共
同
参
画
課
（
�

○内
８
１
１
）
窓
口
へ�

�

技
能
講
習
受
講
生�

　
県
立
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

県
立
高
等
技
術
専
門
校
で
は
、
在
職
者
の

方
を
対
象
に
、
知
識
・
技
能
の
向
上
や
資

格
取
得
を
支
援
す
る
「
技
能
講
習
」
の
受

講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。�

　
平
成
１８
年
度
は
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
や
各

種
資
格
取
得
準
備
講
習
な
ど
１３７
講
座
で�

実
施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、http://

w
w

w
.p

ref.saitam
a.lg.jp

/
A

0
7

/B
C

0
0

/k
ojo/k

ojo_tp
.

htm
l

で
ご
覧
に
な
る
か
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。�

■場
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
ほ
か
７
校
で

実
施�

■費
講
習（
教
材
費
別
）ご
と
に
異
な
り
ま
す
。�

■申
■問
各
講
習
実
施
月
の
前
月
１
日
か
ら
１０

日
ま
で
に
、
往
復
は
が
き
ま
た
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
、
職
業
能
力
開
発
課
公
共
訓

練
担
当
（
�
０４８
・
８３０
・
４
５
９
８
�
０４８･

８３０･

４
８
５
３
）
へ�

�

自
衛
官（
２
等
陸
・
海
・
空
士
）�

■対
１８
歳
以
上
２７
歳
未
満
の
男
子�

■申
随
時
受
付
（
試
験
＝
５
月
２７
日
）�

■問
朝
霞
募
集
事
務
所
�
０４８
・
４６６
・
４
４
３

５�
�

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
体
験

入
校（
５
月
）の
参
加
者�

　
未
就
職
者
（
高
校
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
）

が
高
等
技
術
専
門
校
で
の
訓
練
科
目
の
実

習
体
験
に
よ
り
、「
も
の
づ
く
り
」
に
か

か
わ
る
多
様
な
職
業
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、

将
来
の
職
業
選
択
の
意
識
を
高
め
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
す
。�

■日
５
月
２７
日
�
（
秩
父
校
は
６
月
３
日
）�

■対「
も
の
づ
く
り
体
験
」
が
し
た
い
方
（
高

校
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
等
）
で
、
お
お
む
ね

３０
歳
ま
で
の
入
校
希
望
者�

■内
高
等
技
術
専
門
校
の
全
科
目
（
３３
科
目
）

で
実
施
し
ま
す
。
も
の
づ
く
り
系
の
科
目

で
は
、
工
作
機
械
等
を
使
用
し
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ
ョ
ン
や
木
製
パ
ズ
ル
、
表
札
な
ど
の

製
作
。
そ
の
他
、
手
巻
き
寿
司
づ
く
り
や

Ｏ
Ａ
事
務
体
験
な
ど
達
成
感
を
得
ら
れ
る

訓
練
を
用
意
し
ま
す
。�

■申
実
施
日
前
日
ま
で
に
各
高
等
技
術
専
門

校
へ�

■問
県
職
業
能
力
開
発
課
（
�
０４８
・
８３０
・
４

５
９
８
、
�
０４８･

８３０
・
４
８
５
３
）
へ�

�

市
営
住
宅
入
居
者�

入
居
予
定
日
　
７
月
上
旬�

入
居
申
込
書
配
布
・
受
付
期
間
　
５
月
１０

日
〜
１８
日�

　
　�

����������������������

●
募
集
戸
数
を
超
え
て
応
募
者
が
あ
っ
た�

場
合
は
抽
選�

●
申
し
込
み
に
は
一
定
の
条
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

■問
建
築
課
�
○内
３
２
４
・
３
２
６�

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す�

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す�

◇
瑞
宝
単
光
章

◇
瑞
宝
単
光
章�

　
堀
切
　
　
隆
さ
ん
（
垳
）

　
堀
切
　
　
隆
さ
ん
（
垳
）�

◇
瑞
宝
単
光
章

◇
瑞
宝
単
光
章�

　
大
串
　
敬
吾
さ
ん
（
伊
草
）

　
大
串
　
敬
吾
さ
ん
（
伊
草
）�

◇
瑞
宝
単
光
章�

　
堀
切
　
　
隆
さ
ん
（
垳
）�

◇
瑞
宝
単
光
章�

　
大
串
　
敬
吾
さ
ん
（
伊
草
）�

写
真
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
本
人
の

希
望
に
よ
り
掲
載
を
控
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。�

　
次
の
お
二
方
は
、
警
察
官
と
し
て
警
視
庁
に
勤
務
さ
れ
、
生
命
の
危
険
を
伴
う

業
務
に
長
年
従
事
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
た
び
受
章
の
栄
誉
に
輝
き
ま
し
た
。�

（�

）�
平
成
１８
年
度
版�

「
地
域
で
豊
か
に
！
グ
ル
ー
プ
名
簿
」�

委託医療機関名�

八 潮 中 央 総 合 病 院 �
何 川 医 院 �
木 島 医 院 �
児 玉 医 院 �
瀧 澤 医 院 �
松原レディースクリニック�
水 野 医 院 �

所　　在　　地�

八潮市緑町１－４１－３� ９９６－１１３１�
草加市草加３－８－２１� ９４２－６０６２�
　〃　谷塚町６４８－１�
　〃　氷川町２１４４－２５�
　〃　北谷２－１８－３５�
　〃　栄町２－１２－５�
　〃　栄町３－９－１９�

９２５－１９１９�
９２５－１８１９�
９４２－３３１８�
９３６－３２５１�
９３１－７６９０�

電　話　番　号�

文
化
協
会
自
主
事
業�

「
第
１９
回
八
潮
市
歌
謡
大
会
」�

第
２６
回
市
民
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会�
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■問高齢いきがい課�○内４４３�

保険料基準額は年額44,600円（第４段階の方）�保険料基準額は年額44,600円（第４段階の方）�
●年齢65歳以上の方の保険料を改定�
　介護保険は、４０歳以上の方が納める保険料と公費（税金）を財源として、
介護を必要とする方が費用の一部を負担することで、サービスを利用で
きる仕組みとなっています。�
　介護保険に係る費用が増えると、財源となる保険料の額を引き上げて
補わなければなりません。今後どのくらいの方がどのような介護保険サ
ービスを利用していくかなどの費用を見込み、財源となる保険料を改定
していく必要があります。市では、平成１８年度から２０年度までの３年
間で、介護保険に係る費用は、およそ７０億７，５００万円になると見込んで
います。［表１］�
　このようなことから、６５歳以上の方に納めていただく介護保険料額
を改定しました。なお、基準となる第３段階の方の平成１７年度の年額
保険料は３６，２００円でしたが、新しい標準６段階保険料では、平成１８年
度から２０年度までの基準となる第４段階の方の保険料額は年額８，４００円
増え、４４，６００円となります。�

　介護保険料は、介護サービスにかかる費用に応じて市区町村ごとに算定されます。�
　３年ごとに見直される介護保険事業計画に基づいて、３年間（平成１８年度から２０年度まで）に見込まれる介護サービス給付費をまかなえ
るように、次の算式により保険料基準額が設定されます。�

表１　介護保険にかかわる費用� （単位：千円）�

平成１８年度�
１，００６，３７４� ９８１，２２６� ９５８，３３６�
１６８，５７９� １６８，５７９� ２１６，８９４�
７８７，２００� ８７２，８０６� １，１３７，３８２�

０� １２６，０４６� ２３４，２６４�
１１，００７� ４１，６６３� ７３，７０４�
６６，１８９� ６９，９４６� ８４，５４１�
１５，９３２� １９，１１９� ２２，９４３�
３，４４５� ４，０６６� ４，７９７�

２，０５８，７２６� ２，２８３，４５１�
７,０７５,０３８�

２，７３２，８６１�

在 宅 サ ー ビ ス 給 付 費 �
地域密着型サービス給付費�
施 設 サ ー ビ ス 給 付 費 �
介護予防サービス給付費�
地 域 支 援 事 業 費 �
特定入所者介護サービス費�
高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 �
審 査 支 払 手 数 料 �

計�
３年間の合計�

平成１９年度� 平成２０年度�

●介護保険の財源�
　［介護給付事業・地域支援事業（介護予防事業）］�

●介護保険制度のしくみ�

●介護保険料基準額の決め方　※65歳以上の方（第１号被保険者）�

　　市の介護サービス総費用のうち第１号被保険者負担分（１，７３５，２３７千円）�
＝　――――――――――――――――――――――――――――――――�
　　市の第１号被保険者数（６５歳以上の人数３８，９１７人（３年間合計））�

公費�
８１％�

［地域支援事業（包括的支援・任意事業）］�

６５歳以上の方�
（第１号被保険者）�
の保険料�

１９％�

国の�
負担金�
４０．５％�市区市区�

町村町村の�
負担金担金�
２０．２５％�

市区�
町村の�
負担金�
２０．２５％�

都道府県の�
負担金�
２０．２５％�

の改定�

被保険者証を交付し、保険料を徴収します。�
介護が必要かどうか審査・認定します。�

保険料を納付します。�
介護が必要になった時に申請します。�

制度を運営し、保険料の徴収や�
介護が必要かどうかの認定など、�
幅広い役割を担います。�

サービス費用のサービス費用の�
９割を請求します。９割を請求します。�
サービス費用の�
９割を請求します。�

国保連合会を�
通してサービス費用の�
９割を支払います。�

高齢者の心身の状態を把握して、�
適切な支援のための総合的な�
マネジメントを行います。�

制度に加入して保険料を納めます。�
認定を受けると、事業者を選んで�
サービスを利用します。�

利用者と話し合い、ケアマネー�
ジャーがサービス利用の計画を�
作成します。�

契約に基づいて、計画に沿った�
サービスを提供します。�

サービスを利用してサービスを利用して�
費用の１割を支払います。費用の１割を支払います。�
サービスを利用して�
費用の１割を支払います。�

契約を結んで�
サービスを提供します。�

在宅サービス　２５％�

保険料�
50％�

財
源
の
半
分
が
保
険
料
で
す�

保
険
料
の
負
担
割
合
が�

見
直
さ
れ
ま
し
た�

６５歳以上の方�
（第１号被保険者）�
の保険料�

４０歳から６４歳の方�
（第２号被保険者）�
の保険料�

公費�
50％�

国の負担金担金�国の負担金�

都道府県の�
負担金�
都道府県の�
負担金�

うち５％程度を調整交付金として�
市区町村の格差を是正します�

施設サービス　２０％�

サービスの�
利用者負担�

（原則として費用の１割）�

市区町村市区町村�
の負担金担金�
１２.５％�

市区町村�
の負担金�
１２.５％� 施設サービス　１７.５％�

在宅サービス　１２.５％�

３１％�

１９％�１９％�

＋�

保険料基準額�
（年額）�
４４，６００円�

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

届
け
し
ま
す
。�

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。�

�

越
谷
市�

第
３８
回
越
谷
市
さ
つ
き
大
会�

　
華
麗
な
さ
つ
き
が
集
合�

■日
５
月
２４
日
�
〜
２８
日
�
　
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
（
２７
日
・
２８
日
は
、
午
後
５
時

ま
で
）�

■場
越
谷
市
立
第
１
体
育
館
（
北
越
谷
駅
東

口
徒
歩
１０
分
）�

■内
愛
好
家
が
育
て
た
色
と
り
ど
り
の
さ
つ

き
の
展
示
、
植
木
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
ほ
か�

■問
越
谷
市
観
光
協
会
�
９６６
・
６
１
１
１�

�

草
加
市�

タ
ン
ゴ
エ
ク
ス
プ
レ
ス�

　
華
麗
な
ス
テ
ッ
プ
や
ス
ピ
ー
ド
感
あ
ふ

れ
る
演
奏
な
ど
、
魅
力
満
載
の
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
タ
ン
ゴ
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。�

■日
７
月
１７
日
�
　
午
後
２
時
開
演�

■場
草
加
市
文
化
会
館
（
松
原
団
地
駅
東
口

下
車
徒
歩
５
分
）�

■内
出
演
＝
ダ
ニ
エ
ル
・
ビ
ネ
リ
５
重
奏
団

ほ
か
　
曲
目
＝
リ
ベ
ル
タ
ン
ゴ
、
エ
ル
・

チ
ョ
ク
ロ
、
ラ
・
ク
ン
パ
ル
シ
ー
タ
ほ
か�

■費
（
全
席
指
定
）
５
０
０
０
円
※
未
就
学

児
の
入
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。�

■申
草
加
市
文
化
会
館
�
９３１
・
９
３
２
５�

�

三
郷
市�

で
き
る
ゾ
ウ
友
遊
フ
ェ
ス
タ
２
０
０
６�

■日
５
月
２８
日
�
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時�

■場
三
郷
市
勤
労
者
体
育
館
・
青
少
年
ホ
ー

ム
（
三
郷
駅
南
口
か
ら
「
金
町
駅
」
行
き
、

ま
た
は
「
新
三
郷
駅
」
行
き
バ
ス
で
「
三

郷
市
役
所
」
下
車
す
ぐ
）�

■内
様
々
な
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
生
涯

学
習
の
き
っ
か
け
の
場
を
提
供
す
る
イ
ベ

ン
ト
で
す
。�

■費
無
料
（
材
料
費
の
必
要
な
体
験
コ
ー
ナ

ー
あ
り
）�

■問
三
郷
市
生
涯
学
習
課
�
９５３
・
１
１
１
１�

�

吉
川
市�

さ
つ
き
・
花
し
ょ
う
ぶ
展�

■日
５
月
２７
日
�
　
午
後
１
時
〜
９
時
、
２８

日
�
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時�

■場
吉
川
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す（
吉

川
駅
北
口
か
ら
「
吉
川
き
よ
み
野
」
行
き

バ
ス
で
「
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

前
」
下
車
、
ま
た
は
「
お
あ
し
す
」
行
き

バ
ス
で
終
点
下
車
）�

■内
市
の
花
「
さ
つ
き
」
と
市
の
特
産
品
「
花

し
ょ
う
ぶ
」
の
展
示
会�

■問
吉
川
市
商
工
課
�
９８２
・
９
６
９
７�

�

松
伏
町�

木
住
野
佳
子
ピ
ア
ノ
・
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト�

　
ベ
ー
ゼ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
と
の
華
麗
な
る

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｖｏｌ
１�

■日
６
月
３
日
�
　
午
後
２
時
開
演
（
１
時

３０
分
開
場
）�

■場
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
（
北
越
谷
駅

東
口
、
吉
川
駅
北
口
か
ら
「
エ
ロ
ー
ラ
行
」

き
バ
ス
で
「
中
央
公
民
館
前
」
下
車
）�

■内
ト
ー
ク
を
交
え
た
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
コ

ン
サ
ー
ト�

■費
〈
全
席
自
由
〉
前
売
り
２
５
０
０
円
、

当
日
３
０
０
０
円
※
未
就
学
児
の
入
場
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。�

■問
�
松
伏
町
ふ
る
さ
と
文
化
財
団
�
９９２
・

１
０
０
１
、�

http://www.h6.dion.ne.jp/ ~ellora/

■問
広
聴
広
報
課
　
�
○内
４
２
３�

��

　
　
春
　
　
　
古
新
田
　
　
三
ヶ
島
千
枝�

犬
を
連
れ
て
、
近
く
の
散
歩
道
を
歩
く�

道
端
に
、
タ
ン
ポ
ポ
が
揺
れ
て
い
る�

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
蕾
も
ふ
く
ら
ん
で
き
た�

犬
の
耳
に
桜
の
花
び
ら
が
落
ち
て
く
る�

去
年
も
、
こ
の
道
を
犬
と
歩
い
た�

そ
の
こ
ろ
私
は
心
に
悩
み
を
抱
え
て
い
た�

花
の
色
と
立
木
の
緑
を�

見
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ�

四
月
の
空
が
ま
ぶ
し
い�

川
に
魚
が
い
る
の
か�

水
面
が
波
立
っ
て
い
る�

犬
と
走
り
な
が
ら
、私
は
大
き
く
息
を
し
た�

��

八
　
條
　
　
杉
村
　
知
香�

遠
く
な
る
影
の
淋
し
や
鳥
帰
る�

八
　
條
　
　
加
藤
　
龍
子�

青
天
を
圧
し
咲
き
満
つ
大
辛
夷�

八
　
條
　
　
松
永
　
晴
夫�

渓
谷
の
川
瀬
の
音
や
朧
月�

八
潮
七
　
　
小
倉
　
孝
義�

朝
刊
や
広
く
あ
け
た
る
春
障
子�

木
曽
根
　
　
古
根
　
昌
明�

新
し
き
鯉
晴
れ
晴
れ
と
空
に
舞
い�

緑
町
五
　
　
村
田
　
恭
子�

岩
に
咲
く
ス
ミ
レ
や
雨
の
六
義
園�

中
央
一
　
　
斎
藤
　
富
吉�

稚
児
の
行
く
道
に
花
舞
う
上
野
山�

伊
　
草
　
　
井
上
　
進
寿�

用
水
路
さ
く
ら
明
か
り
に
暮
れ
残
る�

八
潮
七
　
　
石
井
　
忠
枝�

軽
快
に
踊
る
ソ
ー
ラ
ン
春
の
風�

緑
町
五
　
　
藤
波
　
ふ
み�

子
の
門
出
春
雨
煙
り
祝
い
酒�

八
潮
七
　
　
茂
村
　
つ
留�

草
萌
え
る
公
園
掃
除
和
み
合
う�

大
曽
根
　
　
小
倉
　
義
孝�

山
里
に
農
継
ぐ
子
が
い
て
鯉
の
ぼ
り�

浮
　
塚
　
　
土
屋
美
智
代�

豆
ま
き
の
声
も
さ
さ
や
か
二
人
き
り�

�

垳
　
　
　
　
森
田
ヱ
ミ
子�

退
院
の
部
屋
に
舞
い
込
む
櫻
か
な�

緑
町
三
　
　
岩
田
　
苑
江�

若
者
の
破
れ
ジ
ー
パ
ン
花
の
下�

��

八
　
條
　
　
種
村
　
幸
子�

溜
め
池
を
蔽
ふ
桜
の
花
蔭
に�

　
　
　
名
残
の
椿
の
紅
際
立
て
り�

南
川
崎
　
　
伊
本
　
則
子�

卒
園
を
無
事
終
わ
り
し
か
夕
ま
ぐ
れ�

　
　
　
電
話
の
向
う
に
は
ず
む
声
あ
り�

中
央
三
　
　
輪
島
　
　
武�

競
い
咲
く
花
々
の
風
部
屋
に
入
れ�

　
　
　
濃
い
目
の
お
茶
を
妻
と
楽
し
む�

大
曽
根
　
　
臼
方
美
代
子�

マ
ネ
キ
ン
は
進
学
生
の
服
ま
と
い�

　
　
　
春
の
ム
ー
ド
に
店
は
華
や
ぐ�

木
曽
根
　
　
高
谷
　
多
門�

散
り
ゆ
く
を
農
継
ぐ
友
と
と
も
に
見
て�

　
　
　
ま
た
い
っ
し
ょ
に
と
し
み
じ
み
語
る�

南
川
崎
　
小
野
塚
喜
代
子�

高
校
の
校
舎
め
ぐ
り
て
花
開
き�

　
　
　
低
き
に
耀
よ
ふ
タ
ン
ポ
ポ
い
く
つ�

�

八
　
條
　
　
斉
藤
　
孝
男�

レ
ー
ス
鳩
運
命
も
哀
し
隼
に�

　
　
　
矢
羽
根
を
折
ら
れ
餌
食
に
な
り
ぬ�

木
曽
根
　
　
岡
村
　
富
子�

わ
が
思
い
花
占
い
に
と
き
め
き
し�

　
　
　
遠
き
青
春
恋
う
る
い
っ
と
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世
界
に
誇
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者
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り
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◆
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あ
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ご
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い
ま
す
。
文

芸
欄
へ
の
ご
投
稿
は
、
未
発
表
の
自
作
に

限
り
ま
す
。�

公益通報とは？�
　労働者が不正の目的でなく、
その勤務先等において法令違反
行為が生じ、またはまさに生じ
ようとしている旨を次のいずれ
かに通報することです。�
①勤務先等�
②法令違反行為について処分、
または勧告等を行う権限のあ
る行政機関�
　ただし、公益通報の対象とな
るものは、刑罰規定に違反する行為、または最終的に刑罰規定に違
反する行為につながる法令違反行為です。�
�
公益通報窓口の設置�
　平成１８年４月１日から「公益通報者保護法」が施行されたことに
伴い、市では、「八潮市公益通報者保護制度実施要綱」を制定し、
公益通報窓口および公益通報相談窓口を市役所２階の総務人事課に
設置しました。�
　この窓口は、労働者が市に処分等の権限がある法令についての違
反行為等を通報したいときに利用できます。�
※公益通報者保護法�
　公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等
の不利益な取り扱いを受けることのないように、公益通報に関し
ての保護制度を規定したものです。�

■問総務人事課�○内２３０・２３１�

　南後谷西地区が、平成１８年３月３１日に下記のとおり都市計画変更
されました。�
　都市計画の関係図書は、都市デザイン課および下水道課で縦覧で
きます。�
①区域区分　市街化区域への編入�
②用途地域�
　準工業地域　約５．９ヘクタール�
　工業地域　　約０．２ヘクタール�
※いずれも建ぺい率６０パーセント、容積率２００パーセント�
③地区計画�
　南後谷西地区地区計�
　画の決定�
※建築行為を行う場合、�
　建築確認を申請する�
　前に、地区計画の届�
　け出が必要になりま�
　す。�
④公共下水道�
　排水区域の拡大�
※①③④の面積は、いず�
　れも約６．１ヘクタール�

■問①②③＝都市デザイン課�
�○内３４６�
④＝下水道課�○内８２０�

公益通報窓口を市役所に設置しました�公益通報窓口を市役所に設置しました� 南後谷西地区の都市計画変更�
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